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筑

摩

神

社

の

鋼

鐘

一

指
定
項
目

二

所
在
お
よ
び
所
在
地

筑
摩
神
社
の
銅
鏡

丁
∴
∴
∴
∴
÷

(
昭
和
三
十
六
年
一
月
二
十
四
日
指
定
)

松
本
市
大
字
筑
摩
二
、
九
七
三

三

所
有
者
ま
た
は
管
理
者

松
本
市
大
字
筑
摩

筑
摩
神
社

四

由
緒
。
来
歴

中
世
に
お
い
て
も
国
府
八
隣
と
称
さ
れ
て
、
信
濃
守
護
職
小
笠
原
氏
や
、
地
域
の
人
々
の
信
仰
を
集
め
た
筑
摩
神
社
の
別

当
、
安
餐
寺
の
銅
鏡
で
あ
っ
た
が
、
安
義
幸
廃
絶
の
後
神
社
の
宝
蔵
に
保
存
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

鍾
銘
に
よ
れ
ば
、
国
府
八
憶
の
信
仰
者
で
あ
る
源
豊
松
丸
(
小
笠
原
長
棟
)
と
沙
弥
永
瀬
と
が
大
垣
那
と
な
り
鋳
造
し
施
大
し
た
も
の
で
あ

る
。
註
1

五

現
状

銅
鏡
の
法
量
は
口
径
六
六
糎
、
身
の
高
さ
九
〇
・
九
糎
、
乳
は
四
段
四
列
に
並
び
総
計
六
四
筒
、
撞
座
二
箇
所
、
直
径
は
三
一
・

二
糎
、
八
葉
蓮
華
で
竜
頭
と
の
関
係
は
正
し
く
、
上
帯
㊦
下
帯
と
も
無
い
。
竜
頭
の
高
さ
は
一
九
・
八
糎
、
池
の
間
の
第
一
区
と
そ
れ
に
続

く
縦
帯
に
大
き
な
凹
み
が
み
ら
れ
る
。
な
お
竜
頭
の
根
元
に
英
と
陰
刻
し
て
あ
る
。

鋳
造
の
年
代
は
銘
文
の
示
す
よ
う
に
室
町
時
代
の
永
正
二
年
(
一
、
五
一
四
)
で
あ
る
。

銘
文
は
鐘
の
池
の
間
二
区
に
わ
た
っ
て
陰
刻
さ
れ
て
い
る
が
、
藤
波
甚
だ
し
く
、
判
読
で
き
な
い
箇
処
も
あ
る
。
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乃 受 六 現 大

至 □ 趣 世 小

湊瓜田琵口
界 生 生 穏 那

皆 三 後 口平

等 令 途 生 □

利 離 入 善 □

益苦難鯉口

大
檀
那

源

豊
松
丸

井

沙
弥

永

源

永
正
二
年
間
十
一
月
七
日

願
主
住
持
-大

工
口
左
衛
門

口

山

六

価
値

年
代
的
に
み
て
松
本
市
内
及
び
松
本
地
方
に
お
け
る
最
古
の
鐘
で
あ
る
こ
と
。

銘
文
が
あ
り
鋳
造
の
経
過
が
明
白
で
あ
る
こ
と
、
時
代
の
特
色
が
よ
く
出
て
い
る
等
の
こ
と
に
よ
り
重
要
な
文
化
財
と
云
え
る
。

七

保
存
状
態

現
在
は
宝
蔵
か
ら
出
さ
れ
、
境
内
の
鐘
楼
に
釣
ら
れ
て
い
る
が
、
四
面
に
金
網
を
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
、
投
石
そ
の

他
に
よ
る
被
蕾
は
な
い
。

参

考

○
名
称

鐘
楼
に
釣
ら
れ
る
鐘
で
あ
る
か
ら
普
通
は
「
釣
鐘
」
と
も
云
わ
れ
、
寺
院
で
使
わ
れ
る
鐘
で
あ
る
の
で
、
「
梵
鐘
」
と
も
云
わ
れ
、

材
料
が
青
銅
で
造
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
「
銅
鏡
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
誤
り
で
は
な
い
。

我
が
国
に
あ
る
釣
鐘
は
ほ
と
ん
ど
国
内
で
造
ら
れ
た
も
の
で
、
「
和
鐘
」
と
も
云
わ
れ
る
。
和
鐘
は
中
国
の
銅
器
の
鐘
を
祖
塾
と
す
る
が
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わ
が
国
に
は
仏
教
と
と
も
に
伝
来
し
た
。

○
形
状

別
図
の
よ
う
に
鐘
身
が
あ
り
、
笠
形
の
上
に
竜
頭
と
云
う
懸
垂
装
置
が
あ
り
、
鐘
身
の
表
面
に
は
袈
裟
襟
と
称
す
る
大
小
縦
帯
の
区

面
が
あ
り
、
そ
の
間
に
乳
を
配
列
し
、
通
常
二
カ
所
に
撞
座
を
も
っ
て
い
る
。
装
飾
の
あ
る
場
合
は
上
帯
・
下
帯
・
革
の
間
に
、
雲
文
・

唐
草
文
を
施
す
も
の
が
あ
り
、
模
様
は
簡
素
で
あ
る
。
銘
文
は
抱
の
間
に
あ
り
、
古
い
も
の
は
鋳
出
し
銘
、
新
し
い
も
の
は
刻
銘
と
な

る
。

奈
良
時
代
の
鐘
は
全
国
で
二
ハ
例
、
う
ち
経
年
銘
を
も
つ
も
の
は
、
京
都
の
妙
心
寺
鐘
(
六
九
八
)
、
奈
良
の
興
福
寺
鐘
(
七
二
七
)
福
井

県
織
田
禍
社
(
七
七
〇
)
の
三
日
に
す
ぎ
な
い
。
特
徴
と
し
て
は
、
笠
形
上
に
笠
形
周
縁
と
同
心
円
の
圏
線
が
あ
り
、
撞
座
の
位
置
が
高

く
、
か
つ
竜
頭
の
長
軸
線
と
は
直
角
に
交
わ
る
縦
帯
上
に
撞
座
を
も
つ
。

平
安
時
代
の
鐘
に
は
、
初
期
と
末
期
の
も
の
が
残
っ
て
い
る
ば
か
り
で
、
中
期
約
二
〇
〇
年
間
の
も
の
は
無
い
。
初
期
の
も
の
は
、
奈
良
時

代
の
特
徴
が
よ
く
残
り
、
平
均
口
径
は
二
・
四
三
尺
(
七
三
糎
)
、
奈
良
時
代
の
も
の
よ
り
小
さ
く
な
り
横
座
の
位
置
が
低
く
な
る
。
竜

頭
・
撞
座
の
位
置
・
方
向
の
関
係
も
竜
頭
の
長
軸
線
上
に
あ
る
縦
帯
上
に
変
化
す
る
。
鍾
銘
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
、
中
で
も
京
都
の
神
護
寺

鍾
(
八
七
五
)
と
奈
良
の
栄
山
寺
鐘
(
九
一
七
)
ほ
ぞ
の
銘
文
が
立
派
で
あ
る
こ
と
で
名
高
い
。

鎌
倉
時
代
の
鐘
は
最
も
発
達
し
、
そ
の
製
作
数
も
飛
躍
的
に
増
し
、
平
均
口
径
も
二
・
一
四
尺
と
な
り
平
安
時
代
よ
り
も
小
さ
く
な
る
。
横

座
の
位
寵
も
ま
た
下
降
し
、
鐘
身
の
二
二
・
六
%
以
下
と
な
る
。
ま
た
す
べ
て
が
一
定
の
規
格
に
統
制
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
乳
の
数
も

一
区
内
四
段
四
列
と
い
う
配
列
に
な
る
。
し
か
し
鎌
倉
時
代
末
の
南
北
朝
時
代
に
な
る
と
、
袈
裟
饗
の
手
法
が
除
々
に
崩
れ
、
ま
た
乳
無

し
の
鐘
ゝ
四
方
に
横
座
を
も
つ
鐘
等
異
色
の
も
の
も
出
て
く
る
。

室
町
時
代
に
は
い
る
と
、
鐘
の
製
作
数
は
減
退
し
、
口
径
・
撞
座
の
位
置
・
竜
頭
の
方
向
と
撞
塵
の
位
置
と
の
関
係
も
前
代
と
ほ
ほ
同
様

で
あ
る
が
、
袈
裟
纏
の
崩
れ
が
ひ
ど
く
な
り
、
撞
座
の
意
匠
・
竜
頭
の
手
法
い
ず
れ
も
卑
俗
と
な
り
、
駒
の
爪
の
部
分
が
厚
く
な
っ
て
外
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に
突
出
す
る
よ
う
に
な
る
。
室
町
時
代
の
末
桃
山
時
代
に
な
る
と
、
製
作
数
が
急
激
に
増
し
、
大
形
と
な
り
、
乳
の
数
も
一
〇
八
(
百
八

煩
悩
を
象
ど
り
)
に
及
ぶ
も
の
が
あ
る
。

江
戸
時
代
と
な
っ
て
は
、
い
よ
い
よ
製
作
数
を
増
す
が
、
芸
術
的
雅
致
は
な
く
な
り
、
技
術
の
精
巧
を
誇
る
ば
か
り
で
あ
る
。
.
し
か
し
そ
の

ほ
と
ん
ど
は
戦
時
中
に
供
出
さ
れ
残
る
も
の
は
少
い
。

註
工

鐘
銘
に
あ
る
大
檀
那
の
源
豊
松
丸
は
小
笠
原
家
嫡
流
の
幼
名
で
、
井
川
城
初
代
の
貞
宗
・
二
代
政
長
・
三
代
長
墓
・
四
代
長
秀
・
五

代
政
康
・
七
代
満
票
・
八
代
長
朝
・
一
〇
代
長
棟
。
二
代
長
時
皆
こ
れ
を
称
し
て
い
る
が
、
鐘
銘
の
年
号
に
合
う
人
物
と
し
て
は
一
〇

代
の
小
笠
原
長
棟
に
当
る
。
長
棟
の
父
九
代

筑 麿 神 社 の 鋼 鍾

貞
朝
は
寛
正
二
年
九
月
一
八
日
に
生
ま
れ
、

永
正
二
一
年
六
月
三
日
に
没
し
て
い
る
の
で

銘
の
年
号
は
そ
の
前
年
で
あ
る
。
長
棟
は
明

応
元
年
三
月
十
九
日
生
ま
れ
で
、
天
文
一
一

年
一
〇
月
八
日
に
浸
し
て
お
り
、
鐘
銘
時
の

年
令
は
二
三
才
の
こ
と
と
な
り
、
元
服
前
の

幼
名
を
使
う
の
は
疑
わ
し
い
が
、
そ
の
頃
父

貞
朝
は
垂
二
才
で
生
存
し
て
い
た
の
で
、
敢

え
て
幼
名
を
使
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た

沙
弥
永
瀬
と
あ
る
の
は
或
い
は
貞
朝
の
こ
と

か
も
知
れ
な
い
。
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筑
摩
神
社
陵
王
の
面
と
納
営
利
の
面

一
指
定
項
目

筑
摩
神
社
陵
王
の
面
と
納
曾
利
の
面

(
昭
和
三
十
六
年
一
月
二
十
四
日
指
定
)

二

所
在
お
よ
び
所
在
地

松
本
市
大
字
筑
摩
二
、
九
七
三

三

所
有
者
ま
た
は
管
理
者

松
本
市
大
字
筑
摩

筑
摩
神
社

四

由
緒
.
来
歴

社
伝
に
よ
る
と
雨
乞
い
の
行
事
の
と
き
使
用
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
も
と
は
伎
楽
面
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
時
代
は
鎌
倉
時
代
の
も
の
と
鑑
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
由
緒
も
古
い
〇

五

現
状

①

陵
王
の
両

港
量
は
面
の
長
さ
三
〇
糎
。
面
帽
三
・
五
糎
、
面
奥
一
五
糎
o
材
質
は
木
材
で
彫
り
深
く
、
表
面
に
胡
粉
を
塗
り
彩
色

し
て
あ
る
が
、
剥
落
し
た
箇
処
も
あ
り
雄
健
古
雅
の
趣
き
が
あ
る
o

②

納
骨
利
の
両

港
量
は
面
の
長
さ
二
三
・
八
糎
、
面
帽
一
七
・
六
糎
、
面
奥
一
五
糎
、
材
質
は
陵
王
面
と
同
様
の
木
材
で
、
全
面
に
黒

漆
を
塗
り
、
一
部
に
金
粉
を
塗
布
し
た
跡
も
み
ら
れ
、
上
層
部
に
は
赤
く
朱
を
塗
っ
て
あ
る
〇

六

価
値

陵
王
・
納
曾
利
の
二
面
と
も
、
本
来
は
伎
楽
の
面
で
あ
り
、
神
事
に
伎
楽
奉
納
の
行
事
の
あ
る
神
社
に
の
み
残
さ
れ
た
も
の
で
、

筑
摩
禍
社
の
歴
史
を
知
る
好
史
料
で
あ
る
が
、
同
時
空
同
い
格
調
を
も
つ
芸
術
作
品
と
し
て
も
重
要
で
あ
り
、
ま
た
作
製
の
年
代
が
鎌
倉
時

代
と
い
う
こ
と
で
、
松
本
地
方
最
古
、
唯
一
の
伎
楽
面
と
し
て
そ
の
価
値
は
高
い
。

七

保
存
状
態

筑
摩
袖
社
宝
蔵
、
及
び
松
本
市
立
博
物
館
に
収
蔵
展
示
さ
れ
て
お
り
、
実
際
の
神
事
等
に
使
用
さ
れ
な
い
の
で
、
破
損
の
お

そ
れ
は
な
い
。

了



参
考雅

楽
舞
曲
名
の
陵
壬
の
舞
は
、
林
邑
入
渠
の
一
つ
で
、
奈
良
時
代
の
天
平
八
年
に
林
邑
国
(
安
南
方
面
)
の
僧
仏
哲
が
わ
が
国
に
伝
え
た

も
の
で
あ
る
。
平
安
朝
と
な
り
、
支
那
の
有
名
な
「
蘭
陵
王
破
陣
曲
」
と
誤
り
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
し
か
し
本
来
は
支
那
楽

で
な
く
、
印
度
楽
で
あ
る
こ
と
は
、
舞
容
・
楽
曲
・
音
階
・
仮
面
・
頓
な
ど
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
察
す
る
に
こ
れ
は

当
時
印
度
で
、
仏
教
歌
劇
と
し
て
流
行
し
て
い
た
、
戒
目
玉
作
の
「
竜
王
の
喜
び
」
の
一
部
で
菩
薩
と
結
び
つ
い
た
も
の
ら
し
い
と
云
わ
れ

て
い
る
。
菩
薩
は
乗
雲
菩
薩
で
、
金
麹
鳥
が
竜
王
を
殺
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
を
、
菩
薩
が
身
を
も
っ
て
救
う
と
い
う
舞
曲
で
、
竜
王
は
そ

の
一
部
で
あ
っ
た
も
の
を
、
こ
れ
を
日
本
に
伝
え
た
仏
哲
が
、
劇
中
の
竜
王
一
人
を
引
離
し
て
、
こ
れ
を
一
つ
の
舞
と
し
て
伝
え
た
も
の

ら
し
い
。
そ
う
し
て
本
来
の
劇
の
意
味
を
失
っ
て
一
つ
の
舞
楽
と
し
て
残
っ
た
。
平
安
朝
の
頃
朝
廷
の
楽
制
が
改
め
ら
れ
た
と
き
、
支
那

の
書
籍
に
よ
り
、
こ
れ
を
陵
王
と
誤
り
、
有
名
な
「
蘭
陵
王
破
陣
曲
」
に
付
会
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
わ
が
国
の
南
北
朝
頃
の
作
で

新
井
白
石
の
「
楽
考
」
に
も
、
「
前
略
、
北
斉
の
世
、
蘭
陵
王
長
恭
、
才
武
あ
り
て
容
貌
美
な
り
し
か
は
、
戦
に
の
ぞ
み
て
必
ず
仮
面
を

著
し
、
北
周
の
師
を
金
塘
城
下
に
破
り
て
そ
の
功
あ
り
し
時
、
そ
の
容
を
ま
な
び
て
此
舞
を
作
る
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
実
際
に

支
那
の
「
蘭
陵
王
破
陣
曲
」
は
、
そ
の
音
階
も
舞
容
も
悉
く
興
っ
て
い
て
仏
哲
の
伝
え
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
曲
も
わ
が
国
に
は

伝
わ
っ
て
い
な
い
。

納
蘇
利
の
舞
曲
名
の
字
義
は
不
明
で
あ
る
が
、
地
名
に
よ
る
と
の
説
が
多
い
。
「
な
っ
そ
り
」

「
双
竜
舞
」
の
異
称
が
あ
る
。
こ
の
舞
は

/
い
わ
ゆ
る
高
麗
楽
で
、
新
薬
の
小
曲
で
高
麗
の
一
越
調
曲
に
属
し
、
舞
は
二
人
舞
も
一
人
舞
も
あ
る
、
舞
人
は
胡
服
(
北
方
異
国
人
の
服

装
)
を
着
し
、
帽
子
を
か
ぶ
り
、
動
物
に
似
た
仮
面
を
つ
け
、
手
に
梓
を
持
っ
て
舞
う
。
仮
面
は
金
青
色
の
も
の
を
常
に
用
い
、
緑
青
色

の
も
の
は
一
人
舞
に
用
う
と
「
続
教
訓
抄
」
等
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
舞
を
双
竜
の
舞
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
仮
面
は
獣
面
の
よ
う

っ
が
い
ま
い

で
も
あ
る
。
番
舞
は
「
陵
王
」
と
す
る
。
こ
の
舞
曲
の
起
原
、
伝
来
は
不
明
で
あ
る
が
、
或
い
は
陵
王
(
竜
王
)
と
結
び
つ
い
て
「
林

邑
楽
」
と
し
て
伝
わ
っ
た
も
の
を
、
後
世
に
至
っ
て
右
方
楽
に
改
作
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
平
安
朝
に
は
主
と
し
て
競
馬
節
会
な
ど
に

用
い
ら
れ
た
と
云
う
。
「
林
邑
楽
」
と
い
う
の
は
雅
楽
舞
曲
中
の
一
部
門
で
、
「
菩
薩
」

「
抜
頭
」

「
迦
陵
頻
」

「
倍
艦
」

「
安
摩
」

「

8



二
ノ
舞
」

「
陵
王
」

「
胡
飲
酒
」

「
万
秋
楽
」
の
八
曲
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
舞
が
つ
い
て
お
り
、
「
万
秋
楽
」
を
の
ぞ
い
て
各

特
異
な
意
匠
の
仮
面
を
つ
け
、
そ
の
舞
方
も
唐
楽
、
高
麗
楽

の
場
合
と
ち
が
っ
て
印
度
楽
、
印
度
舞
曲
の
趣
を
示
し
て
い

る
。わ

が
国
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
天
平
八
年
に

林
邑
国
の
仏
哲
が
、
印
度
の
波
羅
門
僧
正
と
来
朝
し
た
際
か

ら
で
、
天
平
隣
室
元
年
の
東
大
寺
大
仏
擾
讃
会
に
こ
れ
を
奏

し
、
そ
の
後
し
ば
し
ば
行
わ
れ
、
朝
廷
の
雅
楽
寮
の
中
に
唐

楽
二
二
韓
楽
と
並
ん
で
林
邑
楽
師
の
制
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。

平
安
時
代
と
な
っ
て
仁
明
天
皇
の
と
き
楽
制
の
改
革
が
さ
れ
、

筑摩神社の納営利面

筑摩神社の陵王面

そ
の
節
多
少
改
作
さ
れ
、
唐
楽
と
合
し
て
左
方
楽
の
中
に
納
め

ら
れ
現
在
に
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
印
度
古
楽
は
現
在
印
度

に
お
い
て
は
全
く
亡
ん
で
い
る
が
、
わ
が
国
に
保
存
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
憲
義
深
い
こ
と
で
あ
る
。
筑
摩
神
社
に
お
い
て
も
、

こ
の
よ
う
な
雅
楽
が
演
奏
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
時

代
は
相
当
古
い
時
代
か
ら
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
筑
摩
神
社
の

由
来
を
知
る
資
料
と
し
て
も
、
雅
楽
の
地
方
分
布
を
知
る
上
に

も
こ
れ
ら
二
つ
の
仮
面
は
重
要
な
資
料
と
い
え
る
。

= 国書王



西
善
寺

阿
・
、
弥
陀
三

尊
像
三

尊
像

一
指
定
頃
日

西
善
寺
阿
弥
陀
三
尊
像

(
昭
和
三
十
六
年
一
月
二
十
四
日
指
定
)

二

所
在
お
よ
び
所
在
地

松
本
市
大
字
和
田
境
一
、
三
一
五

三

所
有
者
ま
た
は
管
理
者

松
本
市
大
字
和
田
境

西
善
事

四

由
緒
・
来
歴

も
と
筑
摩
神
社
の
別
当
(
神
宮
寺
と
も
云
う
)
要
義
寺
に
安
置
さ
れ
た
仏
像
で
あ
っ
た
が
、
同
寺
が
戦
火
に
よ
っ
て
廃
絶

し
た
あ
と
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
清
水
の
念
来
寺
に
移
さ
れ
、
明
治
初
年
の
松
本
県
の
排
仏
案
駅
の
際
念
来
寺
の
擬
寺
に
よ
り
、
ま
た
伊
那

県
(
旧
申
南
信
の
幕
府
領
)
内
の
寺
院
で
、
排
仏
の
難
の
な
い
和
田
の
西
善
寺
に
遷
座
さ
れ
た
も
の
で
、
以
後
一
月
七
日
の
七
草
の
日
の
開

帳
以
外
は
秘
仏
と
さ
れ
て
、
常
時
公
開
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

五

現
状

金
鋼
製
一
光
三
尊
の
善
光
寺
仏
で
申
尊
に
阿
弥
陀
仏
、
左
右
に
観
世
音
菩
薩
像
と
勢
至
菩
薩
像
を
従
え
て
い
る
が
、
三
尊
と
も
火

に
か
か
り
鍍
金
を
損
し
て
い
る
。

申
尊
阿
弥
陀
如
来
の
法
量
は
、
全
長
五
三
・
五
糎
、
顔
の
長
さ
五
・
九
糎
(
あ
ご
よ
り
髪
際
ま
で
)
肩
巾
一
四
・
二
糎
、
裾
の
開
き
一
二
・

五
糎
で
あ
る
。
両
手
は
後
補
と
み
ら
れ
、
足
裏
の
ほ
ぞ
は
切
り
取
ら
れ
て
い
る
。

脇
侍
の
観
世
音
菩
薩
像
は
高
さ
三
七
・
六
糎
、
顔
の
長
さ
三
・
六
糎
、
頭
部
に
填
路
を
か
け
た
跡
が
あ
り
、
星
曇
に
は
ほ
ぞ
が
付
い
て
い

る
。
ほ
ぞ
の
出
は
〇
・
二
糎
、
体
内
に
土
が
残
っ
て
い
る
。

他
の
脇
侍
の
勢
至
菩
薩
は
、
全
長
三
七
二
ハ
糎
、
顔
の
長
さ
三
・
六
糎
、
頭
の
上
の
扇
形
の
宝
冠
は
唐
草
模
様
で
あ
る
が
、
焼
け
た
だ
れ
て

い
た
ん
で
お
り
、
左
裾
先
は
焼
け
て
欠
損
し
、
中
心
の
鉄
芯
は
角
形
で
足
先
ま
で
と
お
っ
て
い
る
。
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六

価
値

鎌
倉
時
代
に
善
光
寺
信
仰
が
全
国
的
に
ひ
ろ
め
ら
れ
る
と
善
光
寺
前
立
本
尊
形
式
の
金
銅
仏
が
鋳
造
さ
れ
、
各
地
に
配
分
さ
れ
だ

が
本
寺
仏
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
こ
と
に
国
府
八
臍
と
い
わ
れ
た
筑
摩
神
社
の
別
当
寺
旧
蔵
の
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
歴
史
的
な
意
義
も

深
く
、
ま
た
鎌
倉
時
代
の
鋳
鋼
仏
と
い
う
こ
と
で
、
工
芸
的
な
価
値
も
高
い
。
但
し
、
台
座
と
光
背
は
後
補
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
指
定
を
除

く
○

参
考善

光
寺
如
来

い
わ
ゆ
る
善
光
寺
如
来
と
は
、
善
光
寺
の
本
尊
の
形
式
に
よ
っ
て
出
た
言
葉
で
正
し
く
は
「
善
光
寺
式
阿
弥
陀
如
来
及
び

両
脇
侍
立
像
」
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
三
尊
と
も
立
像
で
あ
っ
て
、
申
尊
の
阿
弥
陀
如
来
は
、
両
肩
を
覆
う
袖
衣
を
つ
け
、
左
手
は
下
方

に
の
は
し
て
撃
を
前
に
向
け
、
第
二
・
三
指
を
の
は
し
他
の
指
は
曲
げ
て
刀
印
を
結
ん
で
い
る
o
右
手
は
上
方
に
あ
げ
て
同
様
に
撃
を
前

に
向
け
、
五
本
の
指
を
の
は
す
。
(
但
し
西
善
事
仏
は
両
先
と
も
欠
損
し
て
い
る
。
)
観
世
音
、
勢
至
の
両
菩
薩
は
、
宝
冠
を
頂
き
、
両

手
は
胸
の
前
で
左
撃
の
上
に
右
撃
を
伏
せ
合
せ
て
印
を
結
ん
で
い
る
。
背
面
に
は
大
型
の
舟
形
光
背
を
置
き
、
一
つ
の
光
背
の
前
に
三
尊

が
並
ぶ
、
い
わ
ゆ
る
一
光
三
尊
の
形
式
を
と
り
、
そ
の
三
尊
の
台
座
は
割
合
に
高
い
蓮
肉
の
下
に
反
花
と
、
時
に
よ
っ
て
櫨
を
配
す
る
臼

形
の
台
座
を
も
っ
て
い
る
。
(
西
善
事
仏
は
光
背
、
台
座
を
欠
く
。
)

三
尊
の
大
き
さ
は
申
尊
が
一
尺
玉
寸
(
四
五
糎
)
、
観
音
勢
至
の
両
脇
侍
が
一
尺
(
三
〇
・
三
糎
)
と
い
う
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
甲
府

善
光
寺
の
鋪
道
と
、
広
島
安
国
寺
の
木
造
の
三
尊
像
は
例
外
と
し
て
大
き
く
、
前
者
は
一
四
〇
糎
(
申
尊
)
、
後
者
は
等
身
大
で
あ
る
。

善
光
寺
式
如
来
の
形
式
が
固
定
し
た
の
は
鎌
倉
時
代
か
ら
、
全
国
各
地
に
分
布
し
て
い
る
同
像
は
ほ
と
ん
ど
金
銅
の
箆
造
物
で
時
代
は
す

べ
て
鎌
倉
時
代
以
降
の
も
の
で
あ
る
o
東
鑑
の
記
事
に
よ
る
と
、
治
承
三
年
(
二
一
七
九
)
墓
晃
等
が
焼
失
し
た
の
で
、
源
頼
朝
が

文
治
三
年
(
二
八
四
)
七
月
二
七
日
に
、
信
濃
の
国
の
庄
園
、
公
領
の
沙
汰
人
に
造
営
命
令
を
出
し
て
お
り
、
建
久
二
年
(
二
九

一
)
の
一
〇
月
に
再
建
さ
れ
た
と
あ
り
、
こ
の
時
期
を
中
心
に
、
如
来
像
が
鋳
ら
れ
、
善
光
寺
信
仰
が
源
頼
朝
の
信
仰
を
背
景
と
し
て
各



阿弥陀三尊像

地
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
造
銘
の
あ
る
も
の
は
甲
府
善
光

寺
の
建
久
六
年
(
一
、
一
九
五
)
滋
賀
県
の
清
水
寺
の
元
久

三
年
(
一
、
二
〇
五
)
佐
久
落
合
の
新
善
光
寺
の
銅
鏡
の
銘

に
よ
る
寛
元
元
年
(
一
、
二
四
三
)
、
埼
玉
県
向
徳
等
の
宝

治
三
年
(
一
、
二
四
九
)
、
東
京
国
立
博
物
館
の
建
長
六
年

(
一
、
二
五
四
)
、
鎌
倉
円
覚
寺
の
文
永
八
年
(
一
、
二
七

一
)
、
広
島
安
国
寺
の
文
永
一
一
年
等
が
あ
り
、
銘
の
な

い
も
の
に
は
、
善
光
寺
前
立
本
尊
ほ
か
が
あ
る
。
西
善
等

仏
は
銘
が
な
い
が
、
鎌
倉
時
代
の
鋳
造
で
あ
る
こ
と
に
は

間
違
い
な
く
、
脇
侍
の
宝
冠
、
重
ね
合
掌
印
の
手
の
位
置

(
胸
の
高
さ
で
軽
く
重
ね
、
甲
府
善
光
寺
仏
の
よ
う
に
下

腹
ま
で
下
っ
て
い
な
い
。
)
等
は
善
光
寺
仏
中
の
優
秀
作

と
い
わ
れ
る
神
奈
川
県
の
円
覚
寺
の
も
の
に
よ
く
似
て
い

る
。
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広
沢
寺
堆
朱
菊
花
文
香
合

一
指
定
項
目

広
沢
寺
堆
朱
菊
花
文
香
合

(
昭
和
三
十
六
年
一
月
二
十
四
日
指
定
)

二

所
在
お
よ
び
所
在
地

松
本
市
大
字
里
山
辺
五
、
一
三

三

所
有
者
ま
た
は
管
理
者

松
本
市
大
字
里
山
辺

広
沢
等

四

由
緒
・
来
歴

竜
雲
山
広
沢
寺
開
山
雪
窓
一
組
禅
師
所
持
の
香
合
と
し
て
同
寺
に
伝
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

五

現
状

法
量

直
径
一
六
・
七
糎
、
通
董
昂
三
・
五
糎
、
蓋
の
高
さ
二
・
〇
二
糎
、
裏
見
せ
縁
の
厚
さ
〇
・
六
六
糎
、
彫
り
の
深
さ
〇
.

五
糎
余
、
底
の
内
径
九
・
七
四
糎
、
憂
慮
の
凹
み
四
・
九
五
糎
で
あ
る
。
形
態
は
円
形
の
合
口
造
り
の
合
子
形
で
、
董
曇
と
身
の
底
、
及
び

身
の
内
は
黒
漆
塗
、
身
の
底
の
左
側
に
楊
茂
遇
の
針
書
銘
が
あ
る
。
(
銘
の
全
長
三
字
で
一
・
六
五
糎
)
ま
た
董
嚢
に
は
雪
窓
の
文
字
と
花

押
が
朱
筆
で
書
か
れ
て
い
る
。
堆
朱
の
文
様
は
菊
花
文
で
、
枝
菊
、
菊
花
、
つ
ぼ
み
を
あ
し
ら
い
、
中
央
の
菊
花
は
七
宝
つ
な
ぎ
紋
、
花
菱

亀
甲
、
身
の
文
様
は
菊
花
文
半
開
花
二
輪
、
つ
ぼ
み
四
筒
を
あ
し
ら
っ
て
い
る
。

開
山
雪
窓
一
純
和
尚
は
室
町
時
代
の
宝
徳
元
年
(
一
、
四
四
九
)
の
晋
山
で
あ
る
の
で
、
香
合
の
製
作
年
代
も
同
時
代
と
推
定
さ
れ
る
。

六

価
値

堆
朱
は
高
級
な
工
芸
品
で
あ
る
が
、
右
香
合
は
精
巧
な
作
で
美
術
的
な
価
値
も
高
く
、
ま
た
開
山
和
尚
遺
愛
の
晶
と
い
う
こ
と
で

歴
史
的
な
価
値
も
高
い
。

参
考書

受
(
窓
)
一
統
和
尚
に
つ
い
て
は
、
「
日
本
桐
上
聯
灯
録
」

(
名
僧
の
略
伝
を
書
い
た
も
の
)
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

永
平
下
第
八
世

4



合番の寺沢広

新
堂
機
堂
長
応
禅
師
法
嗣

江
州
新
堂
雪
要
一
純
禅
師
。
緑
契
ゴ
機
堂
言
嗣
イ
デ
住
㌢
新
里
。
遷
珂

総
持
・
慈
限
王
。
示
レ
衆
目
臨
済
ノ
三
玄
洞
山
ノ
五
位
、
各
立
二
薫
風
一
、

普
無
二
一
室
亦
無
シ
一
位
一
。
汝
等
諸
大
作
腰
生
力
会
ス
。
良
久
シ
テ
日

了
事
ノ
袖
僧
消
ン
一
箇
↓
長
連
淋
上
。
一
伸
㌘
足
臥
ス
ト
。
信
州
源
ノ
特
長

難
掌
広
沢
雪
、
請
㌘
師
望
開
山
十
。
康
正
元
年
四
月
十
五
日

唱
三
滅
於
二
新
堂
一
。
寿
七
十
九
。

伝
云
広
沢
初
称
二
乗
蓮
一
滴
家
葉
巻
開
レ
之
。
然
即
転
宗
之
祖
也
。
当
時

未
広
沢
卜
称
セ
ズ
、
竃
要
事
卜
称
セ
リ
ト
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
現
在
松
本
面
壁
山
辺
林
に
あ
る
曹
洞
宗
越
前
国
慈
眼

寺
末
、
竜
雲
山
広
沢
寺
の
改
宗
時
の
開
山
雪
惣
一
純
は
近
江
国
(
滋
賀

県
)
新
堂
寺
の
機
堂
長
応
禅
師
の
法
嗣
で
あ
っ
て
、
新
堂
寺
を
闘
い
だ

が
、
の
ち
総
持
寺
や
慈
眼
寺
(
越
前
)
に
住
持
し
た
。
そ
の
頃
信
損
の

府
中
(
松
本
)
を
領
し
、
信
濃
守
、
信
濃
守
護
を
称
し
て
い
た
小
笠
原

特
長
(
応
永
三
年
六
月
二
二
日
生
、
寛
正
三
年
六
月
一
五
日
没
一
、
三
九

徳
六
̃
一
、
四
六
二
)
の
請
い
を
受
け
広
沢
寺
を
開
山
し
た
。
そ
れ
は
宝

元
年
(
一
、
四
四
九
)
の
こ
と
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
純
は
康

正
元
年
二
、
四
五
五
)
四
月
一
五
日
新
堂
寺
で
浸
し
た
と
あ
る
の
で
永

う



く
は
こ
の
事
に
住
持
せ
ず
勧
請
開
山
の
和
尚
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
彼
は
当
時
一
流
の
高
僧
と
し
て
世
に
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。

広
沢
寺
は
は
じ
め
臨
済
宗
で
小
笠
原
家
の
菩
提
寺
で
あ
っ
た
が

小
笠
原
政
康
の
と
き
伊
奈
郡
開
善
事
(
小
笠
原
貞
宗
開
基
)
の
巣

峯
和
尚
を
招
き
、
こ
の
地
に
護
法
山
竜
雲
寺
を
建
て
て
開
山
と
し

た
。
こ
れ
は
政
康
の
法
号
竜
雲
寺
殿
天
関
正
透
に
ち
な
ん
で
い

る
。
の
ち
文
安
三
年
(
一
、
四
四
六
)
二
代
住
職
門
松
和
尚
の
と
き

臨
済
宗
の
法
灯
は
絶
え
た
。
(
小
笠
原
家
の
内
紛
に
よ
り
備
松
が

退
陰
)
そ
れ
に
よ
り
特
長
の
と
き
雪
窓
一
純
が
開
山
に
招
か
れ
曹

洞
宗
と
替
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
の
ち
小
笠
原
長
棟
の
代
に
(
卒
去

の
と
き
)
彼
の
法
号
広
沢
等
殿
天
樺
正
安
に
ち
な
み
竜
雲
山
広
沢

寺
と
改
め
ら
れ
た
と
云
う
。

広 沢 寺 の 香 合 銘

二 肥萱∃



戸

田

家

廟

園

一
指
定
項
目

戸
田
家
廟
園

(
昭
和
三
十
六
年
一
月
二
十
四
日
指
定
)

二

所
在
お
よ
び
所
在
地

松
本
市
県
二
丁
目
三
ノ
五

三

所
有
者
ま
た
は
管
理
者

松
本
市

四

由
緒
・
来
歴

元
和
三
年
(
一
、
六
一
七
)
一
〇
月
か
ら
寛
永
一
〇
年
(
一
、
六
三
三
)
四
月
ま
で
、
享
保
一
一
年
(
一
、
七
二
六
)
か
ら

明
治
三
年
ま
で
二
度
松
本
藩
主
と
し
て
松
本
城
に
居
た
戸
田
家
歴
代
の
廟
所
で
あ
る
が
、
戸
田
家
の
子
孫
戸
田
康
英
氏
が
、
昭
和
三
〇
年
全

一
域
を
松
本
市
に
蕎
付
し
た
こ
と
に
よ
り
、
松
本
市
の
所
有
と
な
り
、
今
ま
で
一
般
に
「
お
嬢
」
と
呼
ば
れ
た
地
帯
が
、
戸
田
家
蔵
園
と
い
う

名
に
変
っ
た
。

戸
田
家
初
代
の
丹
波
守
康
長
は
本
姓
藤
原
氏
で
先
代
は
三
河
国
に
あ
っ
て
松
平
家
(
徳
川
家
)
と
は
同
格
の
家
柄
で
あ
っ
た
。
康
長
の
代

に
家
康
に
協
力
し
て
大
名
と
な
り
、
武
蔵
国
東
方
一
万
石
、
の
ち
上
野
国
白
井
二
万
石
、
ま
た
下
総
国
古
河
、
常
陸
国
笠
間
三
万
石
、
上
野

国
高
崎
五
万
石
と
累
進
、
松
本
七
万
石
を
領
し
た
。
康
長
の
正
室
は
徳
川
家
康
の
岡
庭
藤
松
姫
で
あ
っ
た
の
で
、
松
平
の
姓
と
三
っ
葉
葵
の

紋
章
を
許
さ
れ
、
代
々
松
平
丹
波
守
を
称
し
た
。
元
和
九
年
徳
川
秀
忠
の
世
子
徳
川
家
光
の
付
随
を
命
せ
ら
れ
、
二
代
将
軍
秀
忠
の
死
後
、

蒲
に
臥
し
た
が
、
家
光
は
侍
医
野
間
玄
孫
を
派
遣
し
て
こ
れ
を
見
舞
っ
た
。
寛
永
九
年
(
一
、
六
三
三
)
一
二
月
一
二
日
痛
い
改
ま
っ
て
松
本

城
中
に
殺
し
た
。
時
に
年
七
一
、
城
東
埋
橋
の
地
に
葬
り
墓
所
と
し
た
。
法
号
は
祥
雲
院
一
連
宗
智
と
云
う
。
松
本
城
主
の
中
で
、
松
本
城

中
で
浸
し
、
松
本
に
墓
所
を
も
っ
た
の
は
慶
長
を
は
じ
め
と
す
る
。
松
姫
と
の
間
に
一
男
一
女
あ
り
、
男
子
を
孫
六
郎
永
兼
と
云
っ
た
が
、

満
身
(
喘
息
)
の
た
め
家
を
つ
が
ず
元
和
五
年
六
月
一
〇
日
松
本
に
浸
し
(
四
〇
才
)
全
久
院
に
葬
っ
た
。
(
当
時
の
菩
提
寺
全
久
院
は
申
町

了



の
も
と
木
立
寺
の
地
に
あ
っ
た
)
な
お
、
正
室
松
姫
は
三
河
二
連
木
の
館
で
永
兼
が
九
才
の
時
死
ん
で
墓
は
同
地
に
あ
る
。
次
男
の
息
光
は

加
賀
守
に
任
じ
ら
れ
、
寛
永
六
年
江
戸
屋
敷
で
浸
し
、
家
を
つ
か
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
三
男
の
廉
直
が
丹
波
守
に
任
じ
二
代
戸
田
家
を
つ
い

だ
。
右
は
明
石
に
転
じ
松
本
に
墓
所
は
な
い
。
廉
直
に
は
嫡
子
が
な
か
っ
た
た
め
一
度
家
を
絶
た
れ
た
が
、
将
軍
家
縁
故
の
故
を
も
っ
て
忠

光
の
子
光
量
に
新
規
受
封
さ
せ
丹
波
守
に
任
じ
、
美
濃
の
国
加
納
に
転
じ
さ
せ
た
。
四
代
光
永
を
経
て
五
代
光
柴
の
と
き
山
城
国
淀
に
、
六

代
光
慈
の
代
志
摩
国
鳥
羽
蟻
に
転
じ
、
享
保
一
〇
年
に
再
び
松
本
に
煽
り
六
万
石
を
領
し
た
。
光
慈
は
二
ハ
年
八
月
満
を
も
っ
て
江
戸
に
浸

し
、
遺
骸
は
美
濃
桑
山
の
菩
提
寺
智
勝
院
に
葬
っ
た
。
七
代
の
光
雄
は
延
享
五
年
へ
一
、
七
四
八
)
一
一
月
江
戸
に
浸
し
、
美
濃
智
勝
院
に
葬

み
つ
や
す

一

み
つ
ま
さ

る
。
八
代
光
徳
は
宝
暦
九
年
一
月
(
二
七
五
九
這
声
に
浸
し
、
同
じ
く
智
勝
院
に
葬
む
る
〇
九
代
光
和
は
安
永
四
年
(
一
、
七
七
五
)
七
月
江

戸
還
し
、
同
じ
く
智
勝
院
萎
む
る
。
一
〇
倍
鷺
幣
天
明
六
年
(
一
、
七
八
六
)
六
月
掌
に
浸
し
智
勝
院
萎
む
る
。
第
二
代
光
行
は

天
保
】
〇
年
一
二
月
一
七
日
給
封
一
五
年
の
後
七
四
才
で
浸
し
だ
が
、
そ
の
遺
骸
は
松
本
の
埋
橋
の
廟
所
に
葬
っ
た
。
法
名
は
瑞
光
院
詳
巌

道
蟻
、
基
地
に
五
輪
の
碑
石
が
建
た
っ
て
い
る
。
二
一
代
光
年
は
天
保
八
年
二
、
八
三
七
)
二
月
四
日
松
本
城
で
浸
し
、
全
久
院
で
葬
餞
を
営

み
、
埋
橋
の
廟
所
に
葬
っ
た
。
享
年
五
七
才
、
法
号
は
禍
竜
院
大
光
啓
雲
、
そ
の
治
政
は
三
八
年
に
及
び
麗
々
治
績
・
を
挙
げ
て
い
る
。
≡
一

代
光
膚
は
弘
化
二
年
一
〇
月
給
政
九
年
四
八
才
で
隠
居
し
明
治
一
一
年
九
月
八
一
才
で
浸
し
、
東
京
粟
井
の
墓
地
に
葬
っ
た
。
光
膚
は
生
前

学
問
を
好
み
講
書
を
よ
く
し
た
が
、
埋
橋
の
麟
所
に
あ
る
「
松
平
氏
螢
域
碑
」
の
銘
は
彼
の
撰
筆
で
あ
り
、
他
に
深
志
天
神
内
の
戸
田
氏
筆

塚
銘
、
浅
間
御
殿
山
の
「
鴬
止
山
記
」
の
碑
は
彼
の
撰
筆
で
あ
る
。
一
四
代
光
則
(
後
み
つ
ひ
さ
)
は
弘
化
二
年
二
、
八
四
五
)
一
八
才
で
家

督
を
つ
ぎ
廃
藩
に
至
っ
た
。

8

五

現
状

廟
園
は
石
垣
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
、
そ
の
中
が
東
西
の
二
区
間
に
分
け
ら
れ
、
前
面
(
西
側
)
の
外
域
、
後
方
(
東
側
)
の
内
域
と

二
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
内
域
の
南
側
に
石
垣
を
め
ぐ
ら
し
封
土
を
盛
り
あ
げ
た
丹
波
塚
が
あ
り
、
そ
の
墳
上
に
大
き
な
五
輪
の
石
塔
が



あ
り
、
碑
の
地
輪
に
「
祥
雲
院
殿
一
連
宗
智
大
居
士
」
と
彫
ら
れ
、

前
面
に
石
の
香
鉢
が
供
え
ら
れ
て
い
る
。
丹
波
塚
の
北
に
丹
波
守

光
行
や
、
光
年
等
藩
主
の
砥
、
そ
の
他
関
係
者
の
碑
が
あ
る
が
、

光
行
の
碑
に
は
「
瑞
光
院
殿
祥
頼
通
麟
大
居
士
」
と
あ
り
、
光
年

の
碑
に
は
「
神
竜
院
殿
大
光
啓
雲
大
居
士
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。

ま
た
慶
応
元
年
五
月
没
の
戸
田
光
領
(
若
死
し
た
)
、
及
び
そ
の

室
蜂
須
賀
氏
の
五
輪
碑
、
松
平
虎
千
代
の
髪
塚
、
一
〇
代
光
悦
(

天
明
元
年
五
月
没
)
・
一
三
代
光
膚
の
碑
文
(
弘
化
二
年
二
月
没
)

そ
の
他
、
奉
献
の
石
燈
寵
等
が
あ
る
。
戸
田
氏
の
松
本
に
お
け
る

菩
提
寺
は
、
全
久
院
で
、
先
の
戸
田
氏
の
と
き
は
申
町
に
、
後
の

戸
田
氏
の
と
き
は
本
町
の
水
野
氏
の
菩
提
寺
春
了
寺
跡
に
置
か
れ

た
が
、
埋
橋
の
廟
所
に
は
初
め
に
は
寺
は
無
か
っ
た
。
し
か
し
安

政
二
年
(
一
、
八
五
五
)
に
廟
所
の
寺
と
し
て
前
山
寺
を
こ
こ
に

移
し
た
が
、
明
治
三
年
(
一
、
八
七
〇
)
排
仏
案
釈
の
際
、
全
久
院

も
前
山
寺
も
と
も
に
廃
さ
れ
、
い
ま
僅
か
に
前
山
寺
の
長
屋
門
、

井
戸
等
を
残
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
廟
域
内
に
前
山
寺

歴
代
住
職
ら
の
墓
碑
が
あ
り
、
廟
域
の
西
道
を
へ
だ
て
て
松
本
旧

藩
士
の
墓
碑
が
多
く
残
っ
て
い
る
。

9

域全園



六

価
値

松
本
に
は
六
万
石
乃
至
一
〇
万
石
の
大
名
が
、
石
川
氏
・

小
笠
原
氏
・
戸
田
氏
・
松
平
氏
・
堀
田
氏
・
水
野
氏
・
戸
田
氏
と
七

回
も
交
替
し
て
い
る
が
、
大
名
の
顧
所
と
し
て
残
っ
て
.
い
る
も
の
は

小
笠
原
氏
の
広
沢
寺
、
水
野
氏
の
玄
向
寺
(
本
郷
村
)
と
戸
田
氏
の

埋
橋
の
顧
所
の
み
で
あ
る
。
さ
い
わ
い
戸
田
家
の
場
合
は
、
そ
の
全

域
が
戸
田
家
の
当
主
か
ら
松
本
市
に
蕎
付
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
環
境
、

砥
石
等
を
含
め
保
存
し
、
江
戸
時
代
の
大
名
家
の
基
制
を
知
る
資
料

と
し
た
く
、
そ
の
価
値
は
高
い
。



百

瀬

陣

屋

跡

一
指
定
項
目

百
瀬
陣
屋
跡

(
昭
和
三
十
六
年
一
月
二
十
四
日
指
定
)

二

所
在
お
よ
び
所
在
地

松
本
市
寿
区
百
瀬
一
、
二
ハ
九
番
地

三

所
有
者
ま
た
は
管
理
者

松
本
市
寿
区
百
瀬
一
、
二
ハ
九

近
藤
正
康

四

由
緒
e
来
歴

諏
訪
南
島
三
代
の
諏
訪
忠
恒
は
、
大
坂
の
役
の
あ
と
、
五
、
〇
〇
〇
右
の
加
増
を
受
け
、
こ
れ
を
二
人
の
子
供
に
分
知
し

し
よ
う
と
し
た
。
四
代
忠
晴
の
代
明
暦
三
年
三
月
に
父
息
垣
の
意
志
を
つ
ぎ
、
忠
晴
は
筑
摩
郡
内
田
村
(
松
本
市
内
田
・
塩
尻
市
南
内
田
)

八
九
七
宿
六
斗
八
升
お
よ
び
赤
木
村
二
八
七
石
七
斗
九
升
の
一
部
(
上
赤
木
村
一
〇
三
石
五
斗
五
升
一
合
六
勺
)
、
合
せ
て
一
、
〇
〇
〇
有
余

の
地
を
弟
頼
久
に
分
知
し
た
。
こ
れ
が
旗
本
諏
訪
氏
百
瀬
陣
屋
の
は
じ
め
で
あ
る
。
は
じ
め
頼
久
は
家
臣
三
井
甚
兵
衛
を
代
官
と
し
て
治
め

さ
せ
代
官
所
を
内
田
村
に
設
け
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
一
五
年
後
の
寛
文
一
一
年
(
一
、
六
七
一
)
に
赤
木
山
入
会
の
山
論
が
起
っ
た
の
で
こ

う
し
た
争
い
が
諏
訪
氏
の
本
家
と
別
家
と
の
間
に
起
る
こ
と
は
よ
く
な
い
の
で
、
所
領
変
更
を
し
、
内
田
と
上
赤
木
を
本
家
領
に
戻
し
、
別

に
瀬
黒
・
竹
渕
・
白
川
の
三
箇
村
と
百
瀬
村
の
一
部
を
頼
久
の
知
行
所
と
し
た
。
当
初
の
代
官
は
三
井
叉
左
衛
門
で
元
禄
一
三
年
没
、
つ
ぎ

の
三
井
郡
左
衛
門
は
寛
延
三
年
浸
し
、
享
保
の
初
年
に
荻
原
六
郎
左
衛
門
と
近
藤
吉
左
衛
門
と
が
、
二
代
領
主
か
ら
交
代
で
代
官
を
す
る
よ

う
に
命
ぜ
ら
れ
、
そ
の
後
近
藤
吉
左
衛
門
が
御
用
人
格
兼
代
官
と
な
り
、
四
〇
石
二
人
扶
持
を
受
け
た
。
以
後
近
藤
家
が
明
治
維
新
ま
で
代

官
職
と
な
っ
た
。
天
保
年
間
か
ら
近
藤
家
の
俸
禄
は
六
〇
石
三
人
扶
持
に
の
ぼ
り
、
代
官
の
下
に
手
代
一
人
、
下
役
二
人
が
あ
っ
た
。
明
治

元
年
二
月
、
一
五
代
将
軍
徳
川
慶
喜
の
大
政
奉
還
に
よ
り
、
全
国
の
幕
府
領
は
朝
廷
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
、
同
年
旗
本
領
で
あ
っ
た
百
瀬

代
官
所
も
廃
さ
れ
、
名
古
屋
藩
取
締
所
の
支
配
下
に
入
り
、
翌
二
年
六
月
に
は
申
南
信
の
旧
幕
領
を
取
り
ま
と
め
て
伊
那
県
が
で
き
、
県
庁

2



が
伊
那
郡
飯
島
村
の
旧
幕
府
領
代
官
所
に
置
か
れ
た
の
で
、
こ

の
地
も
伊
那
県
と
な
っ
た
。
同
四
年
二
月
伊
那
県
も
廃
さ
れ

筑
摩
県
に
属
し
た
が
、
そ
の
時
の
高
は
百
瀬
・
白
川
・
竹
渕
・

上
瀬
黒
・
下
瀬
黒
五
箇
村
で
一
、
五
二
七
石
一
斗
五
升
六
合
八

勺
七
才
で
あ
っ
た
。

五

現
状

建
物
と
そ
の
内
部
お
よ
び
付
属
地

改築前の陣屋の一部

H
建
物
と
そ
の
内
部

㈲
陣
屋

間
口
五
間
奥
行
三
間
、
茅
葺
屋
根
の
建
物
で
あ
っ
た

が
、
近
年
に
至
っ
て
瓦
葺
き
に
改
め
ら
れ
た
。
建
築
年
代
は
不
明

で
あ
る
が
江
戸
時
代
中
期
以
後
と
推
定
さ
れ
る
。
正
面
竺
二
尺
(

九
〇
・
九
糎
)
に
一
間
半
(
二
・
七
二
米
)
の
玄
関
式
台
が
あ
り

上
の
間
東
面
の
庭
(
白
洲
)
に
而
し
て
三
尺
(
九
〇
・
九
糎
)
の

縁
が
つ
い
て
居
、
そ
こ
か
ら
雪
隠
に
通
じ
て
い
る
。
ま
た
玄
関
の

西
面
に
は
出
口
が
あ
っ
た
が
、
今
は
取
り
払
わ
れ
て
い
る
が
、
以



聞
岩
田
賀
田

先
代
近
藤
吉
左
衛
門
多
伸
勤
役
中
所
持
之
居
塵
敷
地

江
、
去
ル
文
化
元
子
年
以
来
、
上
之
御
普
請
有
之
後

日
紛
敷
可
相
成
一
哉
二
付
、
文
化
六
巳
年
絵
図
面
差
出

置
候
処
、
今
般
絵
図
面
可
差
出
盲
御
車
越
二
付
猶
又

収
調
凡
見
取
絵
図
認
差
出
中
條
下
絵
図

元
治
元
甲
子
年
七
月

田

島
ま
手
動
北
三
賠
一
明
半
土
手
上
生
垣

近近

藤藤

多多

伸門



前
は
代
官
住
宅
に
通
じ
る
廊
下
が
あ
っ
た
。
屋
内
は
別
図
の
よ
う
に
二
間
(
三
・
六
三
米
)
竺
南
(
五
・
四
五
米
)
の
上
の
問
と
三
間

(
五
・
四
五
米
)
竺
一
高
の
広
間
は
唐
紙
に
ょ
っ
て
区
切
ら
れ
、
雨
間
と
も
床
が
つ
い
て
い
る
。

㈲
表
面
・
冠
木
門
・
土
塀

陣
屋
の
建
物
と
同
時
代
の
建
築
と
推
定
さ
れ
る
が
、
大
分
破
損
し
て
い
る
。

㈲
雪
隠
一
間
(
一
・
八
米
)
に
一
間
(
一
・
八
米
)
の
建
物
で
同
時
代
の
建
造
と
思
わ
れ
る
。

㈲
御
用
書
物
蔵

二
間
(
三
。
六
三
米
)
に
二
間
半
(
四
・
五
四
米
)
の
土
蔵
造
り
で
、
二
階
造
り
に
な
っ
て
お
り
、
二
階
に
は
当
時

の
文
書
記
録
が
、
二
つ
の
長
持
(
当
時
の
も
の
)
に
つ
ま
っ
て
お
り
保
存
さ
れ
て
い
る
。

㈲
御
囲
い
籾
蔵

間
口
一
〇
間
(
一
八
・
一
米
)
奥
行
二
間
半
(
四
・
五
四
米
)
の
土
蔵
で
、
入
口
か
ら
二
箇
所
あ
り
、
御
用
書
物
蔵

と
棟
続
き
に
な
っ
て
い
る
。

㈲
嚢
門
お
よ
び
正
面
土
塀

西
側
正
面
に
は
長
い
土
塀
が
あ
り
、
正
面
向
っ
て
左
に
裏
門
が
あ
る
。
と
も
に
当
時
の
面
影
を
な
し
て
い

る
。

臼
屋
敷
敷
地

こ
の
陣
屋
は
代
官
近
藤
氏
の
居
宅
お
よ
び
そ
の
付
属
物
と
共
存
し
、
同
時
代
に
改
築
さ
れ
た
建
物
が
配
置
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
現
状

の
よ
う
に
ま
た
改
築
さ
れ
従
前
の
面
影
は
な
い
が
、
僅
か
に
土
蔵
・
物
置
の
一
部
、
鎮
守
の
稲
荷
等
に
は
当
時
の
様
子
が
残
っ
て
い
る
。

屋
敷
地
は
土
居
(
土
手
)
と
桝
形
に
か
こ
ま
れ
、
前
面
(
南
部
)
の
道
路
、
背
面
(
北
部
)
の
藩
等
は
旧
態
を
存
し
て
い
る
。

な
お
右
陣
屋
は
、
明
治
三
三
年
頃
か
ら
松
本
区
裁
判
所
寿
出
張
所
(
登
記
所
)
に
あ
て
ら
れ
、
そ
の
際
若
干
建
物
は
改
良
さ
れ
て
い
る
。
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牛

伏

寺

の

仏

像

醇

一
指
定
項
目

牛
伏
寺
の
仏
像
群

(
昭
和
三
十
七
年
八
月
三
土
日
指
定
)

二

所
在
お
よ
び
所
在
地

松
本
市
大
字
内
田
二
、
五
七
三

三

所
有
者
ま
た
は
管
理
者

松
本
市
大
字
内
田

牛
伏
寺

四

由
緒
・
来
歴

牛
伏
寺
は
も
と
鉢
伏
山
の
中
腹
に
あ
り
普
賢
院
と
称
し
た
と
等
伝
に
あ
る
が
、
現
在
地
に
位
置
し
た
の
は
後
世
の
こ
と
で

あ
る
。
も
と
鉢
伏
山
の
信
仰
(
水
の
信
仰
)
か
ら
山
頂
に
鉢
伏
権
現
を
ま
つ
り
、
そ
の
里
寺
的
性
格
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
平
安
時
代

の
半
以
後
に
お
い
て
、
塩
原
牧
や
北
内
牧
を
管
理
し
た
豪
族
の
信
仰
を
中
心
に
真
言
宗
の
大
事
が
営
ま
れ
、
吉
野
の
水
分
の
山
金
峯
山
を
山

号
と
し
、
金
峯
山
牛
伏
寺
が
営
ま
れ
、
そ
の
事
域
は
山
頂
・
山
腹
・
山
麓
と
東
西
に
広
が
り
、
西
は
小
池
方
面
に
達
し
、
そ
れ
ぞ
れ
仏
堂
を

置
い
て
仏
像
を
配
し
た
。
豪
族
塩
原
氏
は
発
展
し
て
村
井
氏
と
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
蒙
族
退
転
の
後
も
長
く
一
般
民
衆
の
信
仰
を
集

め
連
綿
と
し
て
明
治
時
代
に
及
ん
だ
。
明
治
三
年
松
本
領
に
は
藩
主
戸
田
氏
に
よ
り
排
仏
案
釈
の
暴
挙
が
行
わ
れ
だ
が
、
元
和
三
年
(
一
、

六
一
七
)
以
後
こ
の
地
は
付
近
三
か
村
(
旧
部
落
)
と
と
も
に
諏
訪
高
島
藩
の
所
領
と
な
り
、
東
五
千
石
と
称
し
た
の
で
、
排
仏
の
災
に

逢
わ
ず
、
そ
の
事
堂
を
損
う
こ
と
が
な
か
っ
た
。
寺
域
森
閑
と
し
て
大
樹
林
に
か
こ
ま
れ
、
後
ろ
に
翠
稀
を
ひ
か
え
前
に
牛
伏
寺
川
の
渓
谷

を
通
し
て
、
松
本
平
か
ら
西
方
北
ア
ル
プ
ス
を
墓
み
誠
に
霊
域
の
感
が
深
い
。

厄
除
十
一
両
観
音
の
祭
日
の
賑
わ
い
も
格
別
で
今
な
お
一
般
民
衆
と
の
接
触
は
深
い
。
す
で
に
旧
国
宝
、
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

る
も
の
に
は
等
身
大
の
厄
除
観
音
と
云
わ
れ
る
十
一
両
観
世
音
菩
薩
、
定
朝
様
式
を
も
つ
釈
迦
如
来
坐
像
、
薬
師
如
来
坐
像
、
十
一
両
観
音

脇
侍
、
不
動
明
王
と
多
門
天
、
釈
迦
如
来
の
脇
侍
普
賢
菩
薩
・
文
珠
菩
薩
、
そ
の
他
大
威
徳
明
王
が
あ
る
。
次
に
話
す
仏
像
等
は
、
こ
れ
ら
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の
文
化
財
と
と
も
に
こ
の
寺
に
長
く
蔵
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
寺
院
の
・
縁
起
、
伝
説
等
も
多
く
あ
る
が
、
こ
れ
を
略
す
。

五

現
状

l

如
意
輪
観
世
音
坐
像

0

法

量

像
高
二
・
九
一

尺
(
八
八
糎
)
仏
頂
よ
り
顎

ま
で
一
・
二
二
尺
(
三
七
糎

)
髪
際
か
ら
顎
ま
で
四
・
九

寸
(
一
五
糎
)
画
幅
五
・
三

寸
(
一
六
糎
)
面
奥
七
・
六

寸
(
二
三
糎
)
膝
高
石
一
・

〇
九
尺
(
三
三
糎
)
左
三
・

九
寸
(
一
二
糎
)
嗜
張
二
・

六
五
尺
(
七
九
糎
)
膝
張
二

・
六
五
尺
(
七
九
糎
)
坐
八

・
六
寸
(
二
六
糎
)
蓮
坐
高

さ
一
・
五
五
尺
(
四
七
糎
)

連
坐
径
三
・
三
三
尺
(
一
一

〇
糎
)
法
輪
径
二
・
〇
寸
(

六
糎
)

像坐音世観輸意如
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㊧日日 3 ㈲㊧仁=着 2 同上田口臼

材
質
形
状

桧
材
寄
木
造
、
坐
像
六
嗜
、
彫
眼
・
漆
箔
・
宝
馨
後
補
そ
の
他
に
も
後
補
の
部
分
が
あ
り
、
台
座
も
新
し
い
o

製
作
年
代

藤
原
時
代
(
記
銘
な
し
)

由

緒

昔
か
ら
牛
伏
寺
客
殿
の
本
尊
と
し
て
安
置
さ
れ
て
い
た
も
の
。

男
神
立
儀
一
纏

法

量

高
さ
二
・
〇
四
尺
(
六
二
糎
)

材
質
形
状

桧
材
一
木
造

胡
粉
彩
色

製
作
年
代

平
安
時
代
末
(
記
銘
な
し
)

由

緒

も
と
鉢
伏
権
現
の
神
体
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
現
在
は
牛
伏
寺
境
内
の
太
子
殿
に
安
置
さ
れ
て
い
る
o

女
神
坐
像
二
纏

法

量

高
さ
二
・
一
尺
(
六
二
糎
)
同
一
・
一
尺
(
三
三
糎
)

材
質
形
状

桧
材
一
木
造

画
像
と
も
垂
髪
膚
服
姿
で
あ
る
。
胡
粉
彩
色
あ
り
、
膝
は
欠
損
し
て
い
る
。

製
作
年
代

平
安
末
̃
藤
原
時
代
(
話
銘
な
し
)

2了

(
四
)
由

緒

3
に
同
じ
。

日 5 ㈲㊤ 仁)日 4

蔵
王
権
現
立
像

法

重

傷
高
三
・
一
五
尺
(
九
五
糎
)

材
質
形
状

桧
材
一
木
造

右
腕
及
び
左
右
の
足
に
釧
を
つ
け
、
片
足
を
挙
げ
怒
相
を
あ
ら
わ
す
。
右
手
首
欠
損
。
全
体
に
虫
喰
い
が

甚
し
く
古
色
が
あ
る
。

製
作
年
代

平
安
時
代
中
期
(
記
銘
な
し
)

由
.
緒

鉢
伏
山
蓬
堂
に
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
鉢
伏
権
現
の
本
体
で
あ
ろ
う
。

地
蔵
菩
薩
半
蜘
像
(
牛
堂
本
尊
)

法

量

像
高
二
九
一
尺
(
五
八
糎
)
面
長
三
・
九
五
寸
(
一
二
糎
)
面
幅
八
・
二
五
寸
(
一
〇
糎
)
膝
張
二
〇
二
尺
(
三
一

糎
)
坐
奥
五
・
三
寸
(
一
六
糎
)



㈲ (ヨ月に)

由 製材
作質
年形

絹代状

松
材
蕎
木
造

銘
文
別
記
。

南
北
朝
時
代
の
至
徳
二
年
。

延
命
地
蔵
尊
薩
で
、
観
音
堂
裏
手
の
地
蔵
堂
に
安
罷
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

蔵 王 権 現 立 像
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6

奪
衣
婆
坐
像

一
艇

日

渡

量

像
高
二
・
五
四
尺
(
七
七
糎
)
頂
よ
り
顎
ま
で
七
・
二
五
寸
(
二
二
糎
)
髪
際
か
ら
顎
ま
で
六
・
〇
寸
(
一
八
糎
)
墜
吊

㈲由仁⇒

由 製 材
作質
年形

緒代状

一
・
一
尺
(
三
三
糎
)
嗜
張
二
・
一
八
尺
(
六
三
糎
)
坐
奥
六
・
六
寸
(
二
〇
糎
)

桧
材
蕎
木
造

胡
粉
彩
色
の
剥
落
が
甚
だ
し
い
。
鼻
の
先
端
及
び
右
足
先
欠
損
。

室
町
時
代
応
永
二
九
年
、
胎
内
に
墨
書
銘
が
あ
る
。
(
銘
文
別
記
)

こ
の
像
は
牛
伏
寺
の
十
王
堂
内
に
安
置
さ
れ
た
も
の
で
お
吉

7

十
王
像
一
二
掴

日

渡

量

蛇)調口調(9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1)

転・都平大変闇孟宗初泰

広江帝官魔成山等市輪

王宝玉王王王王王王圭
司
録

司
録

〃 〃∴〃∴〃’ 〃 〃 〃 〃 〃∴〃∴〃 像
高

二
・
七
四
尺

二
・
八
一
尺

二
・
七
四
尺

二
・
七
七
尺

二
・
九
七
尺

二
・
八
〇
尺

二
・
六
一
尺

二
・
六
七
尺

二
・
七
七
尺

二
。
八
〇
尺

三
・
〇
四
尺

三
・
〇
四
尺

(
八
三
糎
)

(
八
五
糎
)

(
八
三
糎
)

(
八
四
糎
)

(
九
〇
糎
)

(
八
五
糎
)

(
七
九
糎
)

(
八
一
糎
)

(
八
四
糎
)

(
八
五
糎
)

(
九
二
糎
)

(
九
二
糎
)

-29-
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臼

材
質
形
状

奪
衣
姿
を
含
め
て
二
二
体
は
一
連
の
作
と
思
わ

れ
る
。
桧
材
の
寄
木
造
り
、
全
部
胡
粉
彩
色
が

あ
る
○

㊧

製
作
年
代

桃
山
時
代

慶
長
一
七
年
別
に
胎
内
そ
の
他
に

墨
書
銘
が
あ
る
。

㈲

由

緒

い
ず
れ
も
牛
伏
寺
境
内
の
十
王
堂
内
に
安
置
さ

れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
現
在
は
客
殿
の
一

部
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。

十 王・抱 蔵 尊 等 語 像

-30-



8

童
児
坐
像

付
子
持
石

H

湯

量

像
高
一
・
五
五
尺
(
四
七
糎
)
面
長
四
・
三
寸
(
三
一
糎
)
面
幅
三
・
九
五
寸
(
一
二
糎
)
膝
張
八
・
九
寸
(
二
七
糎
)

坐
奥
三
・
九
五
寸
(
一
二
糎
)

由

材
質
形
状

桧
材
寄
木
造

裳
を
ま
と
っ
て
片
膝
を
立
て
た
坐
像
で
左
手
に
宝
珠
を
持
っ
て
い
る
。
胡
粉
彩
色
を
施
し
て
あ
る
が
剥
落

が
多
い
。
裳
に
彩
色
模
様

・
が
あ
り
、
面
相
優
美
で
あ

る
が
鼻
の
一
部
を
欠
く
。

㈲

製
作
年
代

室
町
時
代
末
(
話
銘
な

し
)

㈲

由

緒

婦
人
が
こ
の
像
を
抱
け
ば

懐
姫
す
る
と
伝
え
ら
れ

る
。
普
通
「
お
か
ら
こ
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
人
形

彫
刻
の
源
流
を
語
る
価
値

が
あ
る
。
子
持
石
も
子
授

け
の
伝
承
を
も
っ
て
い

る
。



9

連
館
面

二
面

農

法

量
㈲
面
径
八
・
五
寸
(
二
五
糎
)
面
長
九
・
九
寸
(
三
〇
糎
)
面
奥
二
・
九
五
寸
(
九
糎
)

㈲
面
径
八
・
九
寸
(
二
七
糎
)
面
長
九
・
九
寸
(
三
〇
糎
)
面
奥
二
・
九
寸
(
九
糎
)

臼

品
質
形
状

木
材
で
つ
く
ら
れ
、
㈲
は
赤
鬼
、
㈲
は
青
鬼
で
裏
面
に
永
禄
十
年
の
墨
書
と
梵
字
の
「
き
ゃ
」
が
書
か
れ
て
い
る
。

㈲

由

緒

寺
伝
に
も
追
儲
面
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
天
保
一
四
年
(
一
八
四
三
)
の
「
善
光
寺
道
名
所
図
会
」
に
よ
れ
ば

「
例
年
正
月
七
日
、
転
流
大
股
若
同
夜
戌
乃
刻
、
追
儀
の
祭
と
し
て
厄
年
の
者
ど
も
麦
藁
燈
を
多
く
取
持
て
鬼
を
迫
の
式

鬼赤

あ
り
、
鬼
二
人
鍛
杖
を
持
、
先
へ
幣
を
担
ぎ
、
鬼

の
後
に
大
太
刀
を
持
て
戦
の
さ
ま
烈
し
、
雪
中
肥

大
篭
を
焚
並
て
白
昼
の
如
く
な
る
に
童
男
・
童
女

群
参
し
て
一
山
震
動
せ
り
」
云
々
と
あ
る
ご
と
く

追
健
の
餞
式
に
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

右
墨
書
銘

赤
鬼
の
面
の
裏
面

墨
書

右
側

梵
字
(
き
ゃ
)

奉
寄
進
〔

〕
敬
白

武
運
長
久

主

丁
時
永
禄
十
稔
丁
卯
十
二
月
廿
六
日

32



青
鬼
の
面
の
裏
面

墨
書

右
側

梵
字
(
き
ゃ
)

奉
造

左
側

永
禄
十
年
丁
卯
十
二
月
廿
六
日

1
 
0

鉄
砦
残
欠
及
び
鉄
剣
残
欠
五
日
分

農

法

量
㈲
鉄
磐

二
〇
糎
×
六
糎

大
き
く
二
つ
に
割
れ
鍋

が
甚
だ
し
い
。

㈲
鉄
剣

長
-
さ
二
七
糎
、
二
六
糎
、
二
・
六
糎
、
二

二
糎
、
二
一
糎
と
五
日
あ
り
錆
甚
だ
し
い
。

㈲
青
銅
鏡
破
片

二
五
糎
×
二
五
糎

33

臼

製
作
年
代

田

由

緒

平
安
時
代
と
推
定
さ
れ
る
。

牛
伏
寺
の
旧
位
置
蓬
堂
跡
か
ら
出
土
し
た
も
の
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
特
に
鉄
製
の
磐
の
こ
の
時
代
の
も
の
は
珍
し

ヽ

○

-
>



別

記

仏

像

胎

内

銘

一
地
蔵
菩
薩
半
脚
像
(
銘
軽
輩
胎
内
腹
部
)

文
阿
源
信
盛

大
檀
那
源
盟
重

取
以
檀
那
沙
称
見
阿

至
徳
二
年
丁
卯
五
月
甘
四
日

建
立
之

慈
久
禅
定
尼

(
線
内
背
部
銘
)

l

高
尊
□
賢
賞
賛
慈
異
観
阿
観
□

口
阿
妙
阿
禅
尼

理
覚
理
性

忠
藤
鹿
松

妙
性
禅
尼

大
阿

畠
賢
目
視

慈
穏
禅
尼

性
円
貞
次

頼
什

理
濁

取
栄加

国
治
部

久
国

弥
太
郎

七
郎

五
郎

口
ロ
ロ
ロ
ロ
明
鏡
□
従
会

34



田
口
ロ
ロ
ロ
円
田
妙

筑
波
云
□
□
□
讃
岐
云

□
日

昌

範

二

奪
衣
婆
像
(
銘
胎
内
塞
薔
)

十
王
牛
伏
寺
ア
リ

金
峯
山

筑
摩
郡
小
池
郷
牛
伏
寺
大
門

応
永
甘
九
年
誓
月
廿
六
日
地
蔵
堂

大
旦
那
波
多
大
和
守
清
勝

歳
六
十
六
才
誌
之

願
主

小
池
殿
左
馬
亮
信
□

太
才

五
十
九
才

三

十
王
像
(
銘
胎
内
感
奮
)

1

都
市
王

焚
字
(
さ
く
)

勢
至
都
市
王

慶
長
十
七
年
菩
月
八
日

炎
上
之
瑚

当
住

憲
康
法
師

誌
之
了

2

太
山
王
(
膝
裏
面
)

35



梵
字
(
べ
い
)

薬
師

慶
長
十
七
年
菩
月
八
日

当
住

憲
康

法
師

炎
上
之
潮

誌
之
了

身
心
安
楽

3

五
官
王
(
背
部
下
)

梵
字
(
ま
ん
)

普
賢
大
士

五
官
王

四
七
日

当
住

憲
康

花
押

4

宗
帝
王
(
背
部
下
)

慶
長
十
七
蓋

七
月
八
日

志
之

梵
字
(
ま
ん
)

文
殊

三
七
日

宗
帝
王

法
印
憲
康

(
右
膝
に
七
と
あ
る
)

36



5

泰
広
王
(
背
部
下
)

慶
長
十
七
年
芋
月
八
日

初
七
日
播
字
(
か
ん
ま
ん
)

不
動
泰
広
重

炎
上
之
桐

当
住
憲
康
法
師

花
押

誌
之
者

現
当
二
世

垂
哀
悲
玉
へ

(
膝
裏
に
初
七
日
と
あ
り
、
左
の
膝
頭
に
丑
の
字
ら
し
い
も
の
が
み
え
る
)

6

変
成
王
(
背
部
下
)

梵
字
(
ゆ
う
)

弥
勒
変
成
王

三
会
暁
父
定

借
遇
シ
玉
へ

慶
長
十
七
菩
月
八
日

炎
上
之
勘

当
住
憲
康
浅
酌

誌
之
了

7

閻
魔
大
王
(
背
部
下
)

輔
字
(
ら
)

地
蔵

3了



五
七
日

閻
魔
王

嚢
十
七
年
菩
月
八
日

炎
上
之
拗

憲
康
法
師誌

之

(
左
膝
に
王
ら
し
い
字
が
み
え
る
)

8

転
輸
王
(
背
部
下
)

梵
字
(
き
り
)

弥
弥
陀

第
三
年

転
輸
玉

葱
康
法
師

誌
之
了

(
左
膝
に
二
の
字
が
あ
る
)

9

初
江
王
(
背
都
下
)

梵
字
(
さ
)

釈
迦

二
七
日

初
江
壬

慶
長
十
七
年
菩
月
八
日

炎
上
之
樹
憲
康
法
師

当
住
之
瑚
誌
之
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(
右
膝
に
四
と
み
る
)

1
 
0

平
等
王
(
背
下
部
)

現
世
安
穏

梵
字
(
さ
き
や
ん
)

観
音
平
等
王

後
生
善
処

慶
長
十
七
年
昔
月
八
日

炎
上
之
制
当
住

憲
康
法
師誌

之

(
右
手
甲
に
四
と
あ
る
)

1
 
1

司
令
司
録
㈲
(
膝
下
嚢
)

慶
長
十
七

王
子
七
月
八
日

炎
上
之
瑚

.
憲
康
法
師

誌
之
了

(
左
膝
上
に
十
ら
し
い
字
が
あ
る
)

㈲

司
令
司
録

(
胎
内
)

口
録

□
□
口
七
年
壬
子

□
□
憲
康

□
□
□
巧
、

(
左
足
に
十
一
ら
し
い
字
が
み
え
る
)

囲



あ

と

き

本
書
は
・
昭
和
四
十
四
年
三
月
松
本
市
の
文
化
財
「
第
二
集
」
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
残
部
僅
少
の
た
め
、
再
版

し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
集
録
刊
行
の
目
的
は
、
文
化
財
の
基
礎
調
書
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
郷
土
の
歴
史
の
理
解
及
び
文
化
財
愛
護
意
識
の
高
揚
又
、

一
般
教
養
に
資
す
れ
ば
幸
い
と
思
い
ま
す
。

尚
、
本
集
録
に
は
重
要
文
化
財
1
4
件
、
史
跡
2
件
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

40

松
本
市
教
育
長

赤

羽

誠

一
陣

●
、

昭
和
五
十
二
年
三
月
一
日
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